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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の車両と、前記複数の車両のそれぞれと通信可能な情報センタと、を含む情報収集
システムであって、
　前記複数の車両は、それぞれ、自車両の周辺を撮影するカメラと、自車両の位置情報を
取得する位置情報取得部と、自車両の車室内の音声を取得する音声取得部と、前記カメラ
の撮影画像、前記音声取得部により取得される音声に関する情報、及び該撮影画像の撮影
時における前記位置情報を前記情報センタに送信する送信部と、を備え、
　前記情報センタは、前記複数の車両のそれぞれから前記撮影画像、前記音声に関する情
報、及び前記位置情報を受信する受信部と、前記撮影画像に映っている第１の文字情報を
認識する文字情報認識部と、情報収集の対象となるＰＯＩ及びエリアの少なくとも一方に
関する情報を格納する情報格納部と、前記受信部が受信した前記位置情報、及び前記情報
格納部に格納された情報に基づき、前記第１の文字情報に関連するＰＯＩ及びエリアの少
なくとも一方を特定する特定部と、前記第１の文字情報に前記特定部が特定したＰＯＩ及
びエリアの少なくとも一方を紐付けた、紐付け情報を記憶部に保存する保存処理部と、前
記紐付け情報内の前記第１の文字情報に対して、誤り訂正を行う誤り訂正部と、を備え、
　前記誤り訂正部は、前記紐付け情報内のＰＯＩ及びエリアの少なくとも一方に関連する
ウェブクロールデータ、及び前記紐付け情報内の前記第１の文字情報に対応する前記撮影
画像の撮影場所付近で同時期に取得された前記音声に関する情報に基づき、前記紐付け情
報内の前記第１の文字情報に対する誤り訂正を行う、
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　情報収集システム。
【請求項２】
　各前記複数の車両、又は前記情報センタは、前記撮影画像に映っているＱＲコードを認
識するＱＲコード認識部と、前記ＱＲコードを解析し、第２の文字情報を取得する文字情
報取得部を備え、
　前記保存処理部は、前記第２の文字情報を前記記憶部に保存する、
　請求項１に記載の情報収集システム。
【請求項３】
　複数の車両のそれぞれと通信可能な情報センタであって、
　前記複数の車両のそれぞれに搭載されたカメラで撮影された自車周辺の撮影画像、前記
複数の車両のそれぞれに搭載された音声取得部で取得された車室内の音声に関する情報、
及び前記撮影画像の撮影時における自車の位置情報を、前記複数の車両のそれぞれから受
信する受信部と、前記撮影画像に映っている第１の文字情報を認識する文字情報認識部と
、情報収集の対象となるＰＯＩ及びエリアの少なくとも一方に関する情報を格納する情報
格納部と、前記受信部が受信した前記位置情報、及び前記情報格納部に格納された情報に
基づき、前記第１の文字情報に関連するＰＯＩ及びエリアの少なくとも一方を特定する特
定部と、前記第１の文字情報に前記特定部が特定したＰＯＩ及びエリアの少なくとも一方
を紐付けた、紐付け情報を記憶部に保存する保存処理部と、前記紐付け情報内の前記第１
の文字情報に対して、誤り訂正を行う誤り訂正部と、を備え、
　前記誤り訂正部は、前記紐付け情報内のＰＯＩ及びエリアの少なくとも一方に関連する
ウェブクロールデータ、及び前記紐付け情報内の前記第１の文字情報に対応する前記撮影
画像の撮影場所付近で同時期に取得された前記音声に関する情報に基づき、前記紐付け情
報内の前記第１の文字情報に対する誤り訂正を行う、
　情報センタ。
【請求項４】
　前記撮影画像に映っているＱＲコードを認識するＱＲコード認識部と、前記ＱＲコード
を解析し、第２の文字情報を取得する文字情報取得部と、を備え、
　前記保存処理部は、前記第２の文字情報を前記記憶部に保存する、
　請求項３に記載の情報センタ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報収集システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両に搭載されるカメラで撮影された画像を蓄積する情報収集システムが知られ
ている（例えば、特許文献１等参照）。
【０００３】
　特許文献１では、車両に搭載されるカメラで撮影された画像を蓄積し、蓄積された画像
の中から有用な画像を選択的に他の車両に提供する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－２３９０８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１では、不要な画像がユーザに提供される事態を防止できるも
のの、蓄積された画像がそのまま提供されるため、画像に映っている情報をユーザが有効
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活用できない可能性がある。例えば、画像にユーザが興味を持った店等のＰＯＩ（Point 
Of Interest）や特定のエリアの催し等に関する看板や幟等が映っていたとしても、どの
ような店なのか、どのエリアに関する催しなのか等を直ぐに理解するのが難しい可能性が
ある。特に、画像の提供先が車両の場合、移動中に画像を同乗者が確認する際、直ぐに画
像内の看板等の情報を理解できないと、内容が理解できたときには、店や特定のエリアか
ら大きく離れてしまっているような事態も想定され、画像に含まれる情報を有効活用でき
ない。
【０００６】
　そこで、上記課題に鑑み、車両に搭載されるカメラで撮影された画像に映っている情報
をユーザがより有効活用可能な態様で蓄積することが可能な情報収集システムを提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明の第１態様では、
　複数の車両と、前記複数の車両のそれぞれと通信可能な情報センタと、を含む情報収集
システムであって、
　前記複数の車両は、それぞれ、自車両の周辺を撮影するカメラと、自車両の位置情報を
取得する位置情報取得部と、自車両の車室内の音声を取得する音声取得部と、前記カメラ
の撮影画像、前記音声取得部により取得される音声に関する情報、及び該撮影画像の撮影
時における前記位置情報を前記情報センタに送信する送信部と、を備え、
　前記情報センタは、前記複数の車両のそれぞれから前記撮影画像、前記音声に関する情
報、及び前記位置情報を受信する受信部と、前記撮影画像に映っている第１の文字情報を
認識する文字情報認識部と、情報収集の対象となるＰＯＩ及びエリアの少なくとも一方に
関する情報を格納する情報格納部と、前記受信部が受信した前記位置情報、及び前記情報
格納部に格納された情報に基づき、前記第１の文字情報に関連するＰＯＩ及びエリアの少
なくとも一方を特定する特定部と、前記第１の文字情報に前記特定部が特定したＰＯＩ及
びエリアの少なくとも一方を紐付けた、紐付け情報を記憶部に保存する保存処理部と、前
記紐付け情報内の前記第１の文字情報に対して、誤り訂正を行う誤り訂正部と、を備え、
　前記誤り訂正部は、前記紐付け情報内のＰＯＩ及びエリアの少なくとも一方に関連する
ウェブクロールデータ、及び前記紐付け情報内の前記第１の文字情報に対応する前記撮影
画像の撮影場所付近で同時期に取得された前記音声に関する情報に基づき、前記紐付け情
報内の前記第１の文字情報に対する誤り訂正を行う、
　情報収集システムが提供される。
 
【０００８】
　本発明の第１態様によれば、情報センタの受信部は、複数の車両のそれぞれからカメラ
の撮影画像及び該撮影画像の撮影時における位置情報を受信する。また、情報センタの文
字情報認識部は、撮影画像に映っている第１の文字情報を認識し、特定部は、該撮影画像
の撮影時における位置情報、及び情報格納部に格納された、情報収集の対象となるＰＯＩ
及びエリアの少なくとも一方に関する情報に基づき、第１の文字情報に関連するＰＯＩ及
びエリアの少なくとも一方を特定する。そして、情報センタの保存処理部は、第１の文字
情報に特定部が特定したＰＯＩ及びエリアの少なくとも一方を紐付けた紐付け情報を記憶
部に保存する。従って、撮影画像に映っている第１の文字情報と、当該第１の文字情報に
関連するＰＯＩやエリアが紐づけられた紐付け情報を記憶部に蓄積し、当該紐付け情報を
ユーザに提供することができる。そのため、ユーザは、提供された紐付け情報が車両のデ
ィスプレイ等に表示されると、第１の文字情報が特定のＰＯＩやエリアに関連することを
直ちに認識することができ、直ぐに、近辺に存在するＰＯＩやエリアに向かうことができ
る等、提供された情報を有効活用できる。即ち、車両に搭載されるカメラで撮影された画
像に映っている情報をユーザがより有効活用可能な態様で蓄積することができる。
【００１０】
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　また、本発明の第１態様によれば、情報センタの誤り訂正部は、紐付け情報内の第１の
文字情報の誤り訂正を行う。従って、文字情報認識部による文字認識に誤りが存在する場
合であっても、誤り訂正が行われるため、より正確性の高い紐づけ情報を記憶部に保存す
ることができる、即ち、より正確な情報をユーザに提供することができる。
 
【００１２】
　また、本発明の第１態様によれば、情報センタの誤り訂正部は、紐付け情報内のＰＯＩ
及びエリアの少なくとも一方に関連するウェブクロールデータに基づき、紐付け情報内の
第１の文字情報に対する誤り訂正を行う。従って、紐づけ情報内のＰＯＩやエリアに関連
するウェブ情報を参照して、紐づけ情報内の文字情報に対する誤り訂正の行うことができ
る。そのため、汎用の誤り訂正技術では、対応が難しいケース（例えば、意図的な誤字を
含む文字情報や造語を含む文字情報が対象のケース）でも、文字情報認識部による文字認
識の誤りを正確に誤り訂正することができる。
 
【００１３】
　また、本発明の第２態様では、
　各前記複数の車両、又は前記情報センタは、前記撮影画像に映っているＱＲコード（登
録商標）を認識するＱＲコード認識部と、前記ＱＲコードを解析し、第２の文字情報を取
得する文字情報取得部を備え、
　前記保存処理部は、前記第２の文字情報を前記記憶部に保存する、
　情報収集システムが提供される。
 
【００１４】
　本発明の第２態様によれば、複数の車両のそれぞれ、或いは、情報センタのＱＲコード
認識部は、撮影画像に映っているＱＲコードを抽出し、文字情報取得部は、ＱＲコードを
解析し、第２の文字情報を取得し、保存処理部は、第２の文字情報を記憶部に保存する。
従って、撮影画像に映っているＱＲコードの内容を解析した結果である第２の文字情報が
記憶部に蓄積され、当該第２の文字情報をユーザに提供することができる。また、第２の
文字情報には、ＰＯＩやエリアに関する情報が含まれている場合が多いため、ＰＯＩやエ
リアと関連する情報として提供することができる。また、例えば、撮影画像をそのままユ
ーザに提供するような場合のように、ユーザがスマートフォンのアプリ等を用いて、ＱＲ
コードの読み取りを行う必要がなく、ユーザの利便性を向上させることができる。
 
 
【００１５】
　また、本発明の他の態様は、情報センタ等として実現が可能である。
【発明の効果】
【００１６】
　本実施の形態によれば、車両に搭載されるカメラで撮影された画像に映っている情報を
ユーザがより有効活用可能な態様で蓄積することが可能な情報収集システムを提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】情報収集システムの構成の一例を概略的に示す構成図である。
【図２】車両（撮影制御部）による撮影制御処理の一例を概略的に示すフローチャートで
ある。
【図３】撮影画像に映っているＱＲコードの一例、及びＱＲコード読取データ（第２の文
字情報）の一例を示す図である。
【図４】撮影画像に映っているＱＲコードからＱＲコード読取データ（第２の文字情報）
を取得する処理（ＱＲコード読取処理）の一例を概略的に示すフローチャートである。
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【図５】情報センタ（ＰＯＩ・エリア特定部）による文字情報に関連するＰＯＩ／エリア
の特定手法の具体例を説明する図である。
【図６】情報センタ（文字情報認識部、ＰＯＩ・エリア特定部、及び紐付け情報生成部）
による文字情報の認識から紐付け情報の生成に至る一連の処理の一例を概略的に示すフロ
ーチャートである。
【図７】情報センタ（文字情報訂正部）による誤り訂正処理の具体例を示す図である。
【図８】情報センタ（文字情報訂正部及び保存処理部）による文字情報の誤り訂正から紐
づけ情報の配信情報ＤＢ３３９への保存に至る一連の処理の一例を概略的に示すフローチ
ャートである。
【図９】情報センタ（情報配信部）から車両に配信される配信情報の通知態様の一例を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して発明を実施するための形態について説明する。
【００１９】
　図１は、本実施形態に係る情報収集システム１の構成の一例を概略的に示す構成図であ
る。情報収集システム１は、複数の車両２と情報センタ３を含み、情報センタ３と複数の
車両２のそれぞれとは、例えば、携帯電話網等の通信ネットワーク４を通じて、双方向で
無線通信可能に構成される。以下、複数の車両２は、同様の構成を有する前提で説明を進
める。
【００２０】
　車両２は、カメラ２１、センサ２２、マイクロフォン（マイク）２３、ＥＣＵ（Electr
onic Control Unit）２４、無線通信機器２５を含む。
【００２１】
　カメラ２１は、ＥＣＵ２４（具体的には、後述する撮影制御部２４２）からの作動指令
に応じて、車両２（自車両）の周辺の所定範囲を撮影する。カメラ２１により撮影される
画像（撮影画像データ）は、１対１の通信線やＣＡＮ（Controller Area Network）等の
車載ネットワークを通じて、ＥＣＵ２４に送信され、後述する記憶部２４５に一時的に記
憶される。
【００２２】
　センサ２２は、車両２の各種状態（車両状態）を検出する。センサ２２は、車両２の位
置を検出するＧＰＳセンサ、車両２の３軸（前後軸、左右軸、上下軸）に対する角加速度
を検出する角加速度センサ（ジャイロセンサ）等を含む。センサ２２により検出される車
両状態を示すデータ（車両状態データ）は、１対１の通信線やＣＡＮ等の車載ネットワー
クを通じて、ＥＣＵ２４に送信される。
【００２３】
　マイク２３は、車室内に配置され、ＥＣＵ２４（具体的には、後述する音声認識部２４
４）からの作動指令に応じて、車両２の搭乗者の音声を取得する。マイク２３により取得
される音声は、１対１の通信線やＣＡＮ等の車載ネットワークを通じて、ＥＣＵ２４に送
信される。
【００２４】
　ＥＣＵ２４は、情報センタ３に送信する各種データの取得、及び取得した情報の情報セ
ンタ３への送信に関する制御処理を行う電子制御ユニットである。ＥＣＵ２４は、例えば
、マイクロコンピュータを中心に構成され、ＲＯＭに格納される各種プログラムをＣＰＵ
で実行することにより各種制御処理を実現することができる。ＥＣＵ２４は、ＲＯＭに格
納される１以上のプログラムを実行することにより実現される機能部として、送受信処理
部２４１、撮影制御部２４２、ＱＲコード読取部２４３、音声認識部２４４を含む。また
、ＥＣＵ２４は、不揮発性の内部メモリに予め規定される記憶領域として、記憶部２４５
を含む。
【００２５】
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　送受信処理部２４１は、無線通信機器２５を通じて、情報センタ３に信号を送信したり
、情報センタ３から送信される信号を受信したりする処理を行う。
【００２６】
　送受信処理部２４１は、センサ２２に含まれるＧＰＳセンサから入力されるデータに基
づき、車両２（自車両）の位置情報（例えば、緯度及び経度の情報）を情報センタ３に逐
次送信する。
【００２７】
　また、送受信処理部２４１は、情報センタ３からカメラ２１による車両２の周辺の撮影
を要求する信号（撮影要求）を受信した場合、撮影制御部２４２にその旨を通知する。
【００２８】
　また、送受信処理部２４１は、撮影制御部２４２からの送信要求に応じて、カメラ２１
の撮影画像データ及び当該撮影画像に対応する付加情報（画像付加情報）を情報センタ３
に送信する。画像付加情報は、撮影画像が撮影された時刻、撮影画像の撮影時の車両２（
自車両）の位置情報、角加速度情報、カメラ情報（カメラ２１の車両２における搭載位置
、搭載角度、画角等）を含む。
【００２９】
　また、送受信処理部２４１は、ＱＲコード読取部２４３からの送信要求に応じて、ＱＲ
コード読取データ及び当該ＱＲコード読取データに対応する付加情報（ＱＲコード付加情
報）を情報センタ３に送信する。ＱＲコード付加情報は、ＱＲコード読取データに対応す
る撮影画像が撮影された時刻、該撮影画像の撮影時の車両２（自車両）の位置情報、角加
速度情報等を含む。
【００３０】
　また、送受信処理部２４１は、音声認識部２４４からの送信要求に応じて、音声認識デ
ータ及び当該音声認識データに対応する付加情報（音声付加情報）を情報センタ３に送信
する。音声付加情報は、音声認識データに対応する音声データが取得された時刻、該音声
データ取得時の車両２（自車両）の位置情報等を含む。
【００３１】
　撮影制御部２４２は、カメラ２１の作動制御を行う。具体的には、撮影制御部２４２は
、送受信処理部２４１が情報センタ３から撮影要求を受信した場合、当該撮影要求に応じ
て、カメラ２１に作動指令を送信する。より具体的には、撮影制御部２４２は、撮影要求
に含まれる指示内容（例えば、撮影開始及び終了のタイミングや位置等に関する条件）に
対応する作動指令をカメラ２１に送信する。以下、図２を参照して、撮影制御部２４２に
よる撮影制御処理の処理フローについて説明する。
【００３２】
　図２は、撮影制御部２４２による撮影制御処理の一例を概略的に示すフローチャートあ
る。本フローチャートによる処理は、例えば、車両２のイグニッションオン（ＩＧ－ＯＮ
）後の初期処理完了からイグニッションオフ（ＩＧ－ＯＦＦ）までの間で、所定時間間隔
で繰り返し実行される。
【００３３】
　ステップＳ１０２にて、撮影制御部２４２は、送受信処理部２４１が情報センタ３から
撮影要求を受信したか否かを判定する。撮影制御部２４２は、送受信処理部２４１が情報
センタ３から撮影要求を受信した場合、ステップＳ１０４に進み、受信していない場合、
今回の処理を終了する。
【００３４】
　ステップＳ１０４にて、撮影制御部２４２は、撮影要求の指示内容に対応する作動指令
をカメラ２１に送信する。これにより、カメラ２１は、作動指令に対応する期間や走行区
間等における車両２（自車両）の周辺の状況を撮影する。
【００３５】
　ステップＳ１０６にて、撮影制御部２４２は、カメラ２１の撮影画像データの情報セン
タ３への送信要求を送受信処理部２４１に送信し、今回の処理を終了する。これにより、
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送受信処理部２４１は、撮影画像データ及び画像付加情報を情報センタ３に送信する。
【００３６】
　図１に戻り、ＱＲコード読取部２４３は、カメラ２１の撮影画像に映っているＱＲコー
ドを認識する。また、ＱＲコード読取部２４３は、認識したＱＲコードを解析して、ＱＲ
コード読取データ（第２の文字情報）を取得する。以下、図３、図４を参照して、ＱＲコ
ード読取部２４３におけるＱＲコード読取処理の具体例、及びＱＲコード読取部２４３に
おける処理フローについて説明する。
【００３７】
　まず、図３は、撮影画像に映っているＱＲコードの一例（図３（ａ））、及びＱＲコー
ド読取データ（第２の文字情報）の一例（図３（ｂ））を示す図である。
【００３８】
　図３（ａ）の一例では、カメラ２１の撮影画像に、交差点に面するＢ百貨店５１の正面
が映っている。そして、当該撮影画像の中央付近には、比較的大きなＱＲコード５２を含
むＢ百貨店５１の広告掲示が映っている。ＱＲコード読取部２４３は、図３（ａ）に示す
撮像画像に映っているＱＲコードを認識すると共に、当該ＱＲコードを解析し、図３（ｂ
）に示すような、ＱＲコード読取データを取得する。
【００３９】
　図３（ｂ）の一例では、ＱＲコード読取データは、Ｂ百貨店５１の催事に関するテキス
トデータである。具体的には、"＜Ｂ百貨店催事＞　見つけた！九州のうまいもの、良い
もの。夏の大九州物産展　８月○○日（水）→△△日（月）"という内容である。
【００４０】
　続いて、図４は、撮影画像に映っているＱＲコードからＱＲコード読取データ（第２の
文字情報）を取得する処理（ＱＲコード読取処理）の一例を概略的に示すフローチャート
である。本フローチャートによる処理は、例えば、カメラ２１の撮影画像が記憶部２４５
に記憶される度に、直近で記憶された撮影画像を対象として実行される。
【００４１】
　ステップＳ２０２にて、ＱＲコード読取部２４３は、記憶部２４５から取得した対象の
撮影画像のＱＲコードを認識する処理を行う。
【００４２】
　ステップＳ２０４にて、ＱＲコード読取部２４３は、対象の撮影画像にＱＲコードがあ
るか否かを判定する。ＱＲコード読取部２４３は、ＱＲコードがある場合、ステップＳ２
０６に進み、ＱＲコードがない場合、今回の処理を終了する。
【００４３】
　ステップＳ２０６にて、ＱＲコード読取部２４３は、認識したＱＲコードの解析を行い
、ＱＲコード読取データを取得する。
【００４４】
　ステップＳ２０８にて、ＱＲコード読取部２４３は、ＱＲコード読取データを情報セン
タ３に送信する旨の送信要求を送受信処理部２４１に送信し、今回の処理を終了する。こ
れにより、送受信処理部２４１は、ＱＲコード読取データ及びＱＲコード付加情報を情報
センタ３に送信する。
【００４５】
　図１に戻り、音声認識部２４４は、ユーザによる所定操作に応じて、マイク２３を作動
させると共に、マイク２３により取得される音声データに対する音声認識処理を行い、音
声認識データを生成する。そして、音声認識部２４４は、音声認識データを取得すると、
情報センタ３に該音声認識データを送信する旨の送信要求を送受信処理部２４１に送信す
る。例えば、車両２のユーザは、車両２の周辺に有益な情報を見つけると、所定操作を行
った上で、マイク２３に向かってその内容を呟くことで、呟いた内容に対応する音声認識
データ（テキストデータ）を情報センタ３にアップロードし、他のユーザと共有できる。
【００４６】
　記憶部２４５は、撮影制御部２４２からの指令に応じて、カメラ２１の撮影画像を一時
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的に記憶する。
【００４７】
　無線通信機器２５は、通信ネットワーク４を通じて、情報センタ３と無線通信を行うた
めの任意のデバイスであり、例えば、ＤＣＭ（Data Communication Module）である。
【００４８】
　情報センタ３は、車両２の遠隔に設けられ、複数の車両２のそれぞれと双方向で無線通
信が可能な態様で構成される。情報センタ３は、無線通信機器３１、情報収集装置３２を
含む。
【００４９】
　無線通信機器３１は、通信ネットワーク４を通じて、各車両２と無線通信を行うための
任意のデバイスである。
【００５０】
　情報収集装置３２は、対象として予め規定されるＰＯＩ（以下、「対象ＰＯＩ」と称す
る）及びエリア（以下、「対象エリア」と称する）に関する情報収集を行う。概要として
、情報収集装置３２は、複数の車両２のそれぞれ（送受信処理部２４１）から送信される
撮影画像データやＱＲコード読取データ等から、対象ＰＯＩ及び対象エリアに関する情報
（配信情報）を生成し、蓄積する機能を有する。また、情報収集装置３２は、例えば、対
象ＰＯＩや対象エリアの周辺を走行する複数の車両２のうち、比較的少数の車両２からモ
ニタリング用の撮影画像データやＱＲコードデータ等を取得すると共に、モニタリング用
の配信情報を生成し、蓄積する。そして、情報収集装置３２は、対象ＰＯＩ及び対象エリ
アに関する情報に所定以上の変化が生じると、例えば、対象ＰＯＩや対象エリアの周辺を
走行する複数の車両２のうち、比較的多数の車両２から撮影画像データやＱＲコードデー
タ等を取得すると共に、最新の配信情報を生成し、追加する態様、或いは、既存の配信情
報を更新する態様で蓄積する。以下、特に断わらない限り、情報収集装置３２により生成
及び蓄積される対象ＰＯＩ及び対象エリアに関する配信情報は、モニタリング用であるか
否かを問わない。情報収集装置３２は、例えば、１又は複数のコンピュータを中心に構成
される。情報収集装置３２は、送受信処理部３２１、撮影指示部３２２、更新判定部３２
３、画像取得部３２４、付加情報取得部３２５、文字情報認識部３２６、ＰＯＩ・エリア
特定部３２７、紐付け情報生成部３２８、文字情報訂正部３２９、保存処理部３３０を含
む。また、情報収集装置３２は、情報配信部３３１、画像記憶部３３２、付加情報記憶部
３３３、ＰＯＩ・エリア情報ＤＢ３３４、地図情報ＤＢ３３５、ウェブクロールＤＢ３３
６、音声認識ＤＢ３３７、未確定情報ＤＢ３３８、配信情報ＤＢ３３９を含む。
【００５１】
　尚、対象ＰＯＩ及び対象エリアに関する情報は、ＰＯＩ・エリア情報ＤＢ３３４に予め
格納されており、対象ＰＯＩや対象エリアの更新（追加や削除等）に伴い、更新される。
【００５２】
　送受信処理部３２１は、無線通信機器３１を通じて、車両２に信号を送信したり、車両
２から送信される信号を受信したりする処理を実行する。
【００５３】
　送受信処理部３２１は、車両２から撮影画像データ及び画像付加情報を受信すると、そ
の旨を画像取得部３２４に通知すると共に、それぞれを画像記憶部３３２及び付加情報記
憶部３３３に記憶させる。
【００５４】
　また、送受信処理部３２１は、車両２からＱＲコード読取データ及びＱＲコード付加情
報を受信すると、その旨を保存処理部３３０に通知する。
【００５５】
　また、送受信処理部３２１は、車両２から音声認識データ及び音声付加情報を受信する
と、音声認識データを所定の形式で、音声認識ＤＢ３３７に格納すると共に、音声付加情
報を付加情報記憶部３３３に記憶させる。
【００５６】
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　また、送受信処理部３２１は、撮影指示部３２２から送信要求を受信すると、複数の車
両２のうち、送信要求で指示される対象の車両２に撮影要求を送信する。
【００５７】
　また、送受信処理部３２１は、情報配信部３３１から配信要求を受信すると、複数の車
両２のうちの送信要求で指示される対象の車両２や、対象の車両２のユーザの登録済のス
マートフォン（不図示）等に配信情報を送信する。
【００５８】
　撮影指示部３２２は、予め規定された条件に応じて、送信要求を送受信処理部３２１に
送信し、送受信処理部３２１を通じて、送信要求で指定される対象の車両２に対し撮影要
求を送信する。撮影指示部３２２は、例えば、対象エリア及び対象ＰＯＩ毎に、更新判定
部３２３が対象エリア或いは対象ＰＯＩに関連する配信情報を更新する必要があると判定
していない場合、対象エリアや対象ＰＯＩ周辺を走行する車両２のうち、所定のルールに
よって選択される比較的少数の車両２に撮影要求を送信する。これにより、モニタリング
用の撮影画像データやＱＲコード読取データ等を取得する。一方、撮影指示部３２２は、
更新判定部３２３が対象エリア或いは対象ＰＯＩに関連する配信情報を更新する必要があ
ると判定した場合、対象エリアや対象ＰＯＩ周辺を走行する車両２のうち、所定のルール
により選択される比較的多数の車両２に撮影要求を送信する。これにより、配信情報を最
新状態にするための撮影画像データやＱＲコード読取データ等を取得する。撮影要求には
、撮影の開始及び終了のタイミング、場所等の指示内容が含まれる。
【００５９】
　更新判定部３２３は、配信情報ＤＢ３３９に格納される対象ＰＯＩ或いは対象エリアに
関する配信情報（後述する紐付け情報）を更新する必要があるか否かを判定する。更新判
定部３２３は、例えば、定期的に、配信情報ＤＢ３３９に格納される対象ＰＯＩ或いは対
象エリアに関連する配信情報を、時系列で比較することにより、時刻の異なる配信情報間
の差分を認識する。そして、更新判定部３２３は、認識した差分に基づき、対象ＰＯＩ或
いは対象エリアに関連する配信情報を更新する必要があるか否かを判定する。
【００６０】
　画像取得部３２４は、画像記憶部３３２から撮影画像を取得し、文字情報認識部３２６
に引き渡す。
【００６１】
　付加情報取得部３２５は、画像取得部３２４が取得した撮影画像に対応する画像付加情
報を付加情報記憶部３３３から取得し、文字情報認識部３２６に引き渡す。
【００６２】
　文字情報認識部３２６は、画像取得部３２４が取得した撮影画像に映っている文字情報
（第１の文字情報）を認識する処理を行う。
【００６３】
　ＰＯＩ・エリア特定部３２７は、画像付加情報に含まれる撮影画像の撮影時の車両２の
位置情報等に基づき、文字情報認識部３２６が認識した文字情報に関連する対象ＰＯＩ及
び対象エリアを特定する処理を行う。
【００６４】
　紐付け情報生成部３２８は、文字情報認識部３２６が認識した文字情報（第１の文字情
報）と、ＰＯＩ・エリア特定部３２７が特定した対象ＰＯＩ及び対象エリアとを紐づけた
紐付け情報を生成する。
【００６５】
　以下、図５、図６を参照して、ＰＯＩ・エリア特定部３２７によるＰＯＩ・エリア特定
処理の具体例、及び文字情報認識部３２６、ＰＯＩ・エリア特定部３２７、及び紐付け情
報生成部３２８による文字情報の認識から紐付け情報の生成に至る一連の処理フローにつ
いて説明する。
【００６６】
　まず、図５は、ＰＯＩ・エリア特定部３２７における文字情報（第１の文字情報）に関
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連する対象ＰＯＩ或いは対象エリアを特定する処理の具体例を説明する図である。図５（
ａ）は、画像取得部３２４が取得した撮影画像の具体例を示す図である。また、図５（ｂ
）は、図５（ａ）の撮影画像が撮影された際の状況を示す図である。具体的には、地図情
報ＤＢ３３５に格納されるＧＩＳ（Geographic Information System：地理情報システム
）データである各建物や道路等の地物に対応するラインやポリゴンと、車両２及びカメラ
２１の画角情報（左右方向の撮影角度範囲）を重ねて示した図である。
【００６７】
　図５（ａ）に示すように、撮影画像には、車両２が走行中の道路５３、道路５３の右側
の沿線にあるＡレストラン５４等を含む車両２の前方を中心とする周囲の状況が映ってい
る。また、撮像画像の右端部には、Ａレストラン５４が設置した幟５５が映っており、幟
５５には、"ステーキフェア開催中"という内容の文字情報が含まれている。そのため、文
字情報認識部３２６は、撮影画像に映っている当該文字情報を認識する。そして、ＰＯＩ
・エリア特定部３２７は、文字情報認識部３２６が認識した当該文字情報に関連する対象
ＰＯＩ及び対象エリアを特定する。
【００６８】
　ＰＯＩ・エリア特定部３２７は、付加情報取得部３２５が取得した画像付加情報から撮
影画像の撮影時における車両２の位置情報、及びカメラ情報（カメラ２１の画角情報）を
認識することができる。そのため、図５（ｂ）に示すように、ＰＯＩ・エリア特定部３２
７は、地図情報ＤＢ３３５のＧＩＳデータや画像付加情報等から、撮影画像が撮影された
際の車両２の周辺の状況を認識できると共に、映っている建物等の地物を特定することが
できる。また、ＰＯＩ・エリア特定部３２７は、撮影画像に映っている店や建物等の地物
の名称等と、ＰＯＩ・エリア情報ＤＢ３３４内の対象ＰＯＩ及び対象エリア等とを比較す
ることで、撮影画像に映っている店や建物等が対象ＰＯＩに該当するのか、或いは、対象
エリアに含まれるのかを判断することができる。そのため、本例の場合、ＰＯＩ・エリア
特定部３２７は、幟５５の文字情報が当該幟５５と隣接するＡレストラン５４に関連する
ものである旨を特定できる。また、本例の場合、当該文字情報の内容から関連する対象Ｐ
ＯＩは、飲食店である旨を推定できるため、文字情報の内容を考慮することも可能である
。
【００６９】
　続いて、図６は、文字情報認識部３２６、ＰＯＩ・エリア特定部３２７、及び紐付け情
報生成部３２８による文字情報の認識から紐付け情報の生成までの一連の処理の一例を概
略的に示すフローチャートである。本フローチャートによる処理は、例えば、送受信処理
部２４１が車両２からの撮影画像データ及び画像付加情報データを受信する度に、実行さ
れる。また、本フローチャートによる処理は、撮影画像毎に実行される。
【００７０】
　ステップＳ３０２にて、文字情報認識部３２６は、撮影画像データに映っている文字情
報（第１の文字情報）を認識する処理を行う。
【００７１】
　ステップＳ３０４にて、ＰＯＩ・エリア特定部３２７は、撮影画像の撮影時の車両２の
位置情報に基づき、文字情報認識部３２６が認識した文字情報に関連する対象ＰＯＩ及び
対象エリアの特定を試みる。ＰＯＩ・エリア特定部３２７は、上述の如く、撮影画像に対
応する画像付加情報（車両２の位置情報やカメラ２１の画角情報）、ＰＯＩ・エリア情報
ＤＢ３３４の対象ＰＯＩ、対象エリアに関する情報、及び地図情報ＤＢ３３５の地図情報
（ＧＩＳデータ）等に基づき、文字情報に関連する対象ＰＯＩ及び対象エリアの特定を試
みてよい。また、ＰＯＩ・エリア特定部３２７は、簡易的に、文字情報に対応する撮影画
像の撮影時における車両２の位置情報、及びＰＯＩ・エリア情報ＤＢ３３４の対象ＰＯＩ
、対象エリアに関する情報に基づき、対象ＰＯＩ及び対象エリアの特定を試みてもよい。
また、ＰＯＩ・エリア特定部３２７は、上述の如く、文字情報の内容を考慮して、対象Ｐ
ＯＩ及び対象エリアの特定を試みてもよい。
【００７２】
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　ステップＳ３０６にて、紐付け情報生成部３２８は、文字情報認識部３２６が認識した
文字情報と関連性の高い対象ＰＯＩがあるか否かを判定する。紐付け情報生成部３２８は
、文字情報と関連性の高い対象ＰＯＩがある場合、ステップＳ３０８に進み、文字情報と
関連性の高い対象ＰＯＩがない場合、ステップＳ３１４に進む。
【００７３】
　ステップＳ３０８にて、紐付け情報生成部３２８は、文字情報認識部３２６が認識した
文字情報と関連性の高い対象エリアがあるか否かを判定する。紐付け情報生成部３２８は
、文字情報と関連性の高い対象エリアがある場合、ステップＳ３１０に進み、文字情報と
関連性の高い対象エリアがない場合、ステップＳ３１２に進む。
【００７４】
　ステップＳ３１０にて、紐付け情報生成部３２８は、文字情報認識部３２６が認識した
文字情報と、ＰＯＩ・エリア特定部３２７が特定した対象ＰＯＩ及び対象エリアを紐づけ
た情報（紐付け情報）を生成すると共に、未確定情報ＤＢ３３８に格納し、今回の処理を
終了する。
【００７５】
　一方、ステップＳ３１２にて、紐付け情報生成部３２８は、文字情報認識部３２６が認
識した文字情報と、ＰＯＩ・エリア特定部３２７が特定した対象ＰＯＩを紐づけた情報（
紐付け情報）を生成すると共に、未確定情報ＤＢ３３８に格納し、今回の処理を終了する
。
【００７６】
　また、ステップＳ３０６にて、文字情報に関連する対象ＰＯＩがないと判定された場合
、ステップＳ３１４にて、紐付け情報生成部３２８は、文字情報認識部３２６が認識した
文字情報と関連性の高い対象エリアがあるか否かを判定する。紐付け情報生成部３２８は
、文字情報に関連する対象エリアがある場合、ステップＳ３１６に進み、文字情報に関連
する対象エリアがない場合、ステップＳ３１８に進む。
【００７７】
　ステップＳ３１６にて、紐付け情報生成部３２８は、文字情報認識部３２６が認識した
文字情報と、ＰＯＩ・エリア特定部３２７が特定した対象エリアを紐づけた情報（紐付け
情報）を未確定情報ＤＢ３３８に格納し、今回の処理を終了する。
【００７８】
　一方、ステップＳ３１８にて、紐付け情報生成部３２８は、文字情報認識部３２６が認
識した文字情報を未確定情報ＤＢ３３８に格納し、今回の処理を終了する。
【００７９】
　図１に戻り、文字情報訂正部３２９は、未確定情報ＤＢ３３８に格納された紐付け情報
内の文字情報に対する誤り訂正を行う。撮影画像に基づく文字認識処理で認識される文字
情報には、誤りが含まれる可能性があるからである。
【００８０】
　文字情報訂正部３２９は、例えば、汎用手法による確率的誤り訂正を行う。例えば、既
知の統計的自然言語処理の要素技術であるＮ－Ｇｒａｍモデル、編集距離（レーベンシュ
タイン距離）等を用いて、紐付け情報内の文字情報の誤りの検出及び訂正を行うことがで
きる。また、例えば、ＯＣＲ（Optical Character Recognition：光学文字認識）におけ
る誤りが生じやすい類似文字に関するデータベース（ＯＣＲ類似文字ＤＢ）を活用するこ
ともできる。
【００８１】
　また、文字情報訂正部３２９は、紐付け情報内の対象ＰＯＩ及び対象エリアの少なくと
も一方に関するウェブクロールデータに基づき、紐付け情報内の文字情報の誤りの検出及
び訂正を行う。具体的には、文字情報訂正部３２９は、紐付け情報内の対象ＰＯＩ及び対
象エリアの少なくとも一方に関するウェブクロールデータをウェブクロールＤＢ３３６か
ら取得する。そして、文字情報訂正部３２９は、取得した対象ＰＯＩ及び対象エリアの少
なくとも一方に関するウェブクロールデータ内から、文字情報と類似するテキストを抽出
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し、比較（突合）することで、紐付け情報内の文字情報の誤りを検出し、訂正することが
できる。
【００８２】
　尚、ウェブクロールＤＢ３３６内のウェブクロールデータは、定期的に、更新され、最
新のウェブ情報に対応している。
【００８３】
　また、文字情報訂正部３２９は、紐付け情報内の対象ＰＯＩ及び対象エリアの少なくと
も一方に関する音声認識データに基づき、紐付け情報内の文字情報の誤りの検出及び訂正
を行う。具体的には、文字情報訂正部３２９は、紐付け情報内の文字情報に対応する撮影
画像が撮影された位置付近で、同時期に取得された音声認識データを音声認識ＤＢ３３７
から探索する。そして、探索結果として取得した音声認識データ内から、文字情報に類似
するテキストを抽出し、比較（突合）することで、紐付け情報内の文字情報の誤りを検出
し、訂正することができる。
【００８４】
　保存処理部３３０は、文字情報訂正部３２９による文字情報の誤り訂正が行われた紐づ
け情報を配信情報ＤＢ３３９に保存する処理を行う。また、保存処理部３３０は、ＱＲコ
ード読取データ及びＱＲコード付加情報の受信の通知を送受信処理部３２１から受けると
、ＱＲコード読取データを所定の形式で配信情報ＤＢ３３９に保存すると共に、ＱＲコー
ド付加情報を付加情報記憶部３３３に記憶させる。
【００８５】
　以下、図７、図８を参照して、文字情報訂正部３２９による文字情報訂正処理の具体例
及び、文字情報訂正部３２９並びに保存処理部３３０による文字情報の誤り訂正から紐づ
け情報の配信情報ＤＢ３３９への保存に至る一連の処理フローについて説明する。
【００８６】
　図７は、文字情報訂正部３２９における誤り訂正処理の具体例を示す図である。
【００８７】
　図７に示すように、本例では、図５（ａ）に示したＡレストラン５４が設置した幟５５
に含まれる"ステーキフェア開催中"という文字情報が異なる３つの車両２で撮影された撮
影画像から抽出されている。そして、対象ＰＯＩであるＡレストラン５４と紐付けた紐付
け情報が未確定情報ＤＢ３３８に格納されている。具体的には、各紐付け情報内の文字情
報は、"ステーテフェア開催中"、"ステーキファ　開催中"、及び"ステーキフェア開催中"
であり、前者２つは、誤りを含んでいる。
【００８８】
　文字情報訂正部３２９は、上述の如く、（１）汎用手法による確率的誤り訂正、（２）
対象ＰＯＩ、対象エリアに関するウェブ情報による誤り訂正、及び（３）音声認識データ
による誤り訂正を行うことができる。
【００８９】
　特に、（２）に関して、図７に示すように、文字情報訂正部３２９は、対象ＰＯＩであ
るＡレストラン５４に関するウェブクロールデータ（ウェブ情報）に基づき、文字情報に
類似するテキストとして、"ステーキフェア開催中"を抽出できる。また、（３）に関して
、図７に示すように、"Ａレストラン、ステーキフェア開催中だって！肉食べたいな"とい
う内容の音声認識データが音声認識ＤＢ３３７に存在する場合は、当該音声認識データか
ら"ステーキフェア開催中"というテキストを抽出することができる。そのため、文字情報
訂正部３２９は、未確定情報ＤＢ３３８に格納される紐付け情報内の誤りを含む文字情報
を"ステーキフェア開催中"に誤り訂正することができる。そして、保存処理部３３０は、
文字情報が訂正された紐付け情報を配信情報として配信情報ＤＢ３３９に保存する。
【００９０】
　続いて、図８は、文字情報訂正部３２９及び保存処理部３３０による文字情報の誤り訂
正から紐づけ情報の配信情報ＤＢ３３９への保存に至る一連の処理の一例を概略的に示す
フローチャートである。本フローチャートによる処理は、例えば、紐付け情報生成部３２



(13) JP 6607139 B2 2019.11.20

10

20

30

40

50

８が未確定情報ＤＢ３３８に紐付け情報を格納する度に実行される。
【００９１】
　ステップＳ４０２にて、文字情報訂正部３２９は、未確定情報ＤＢ３３８から紐付け情
報を取得する。
【００９２】
　ステップＳ４０４にて、文字情報訂正部３２９は、汎用手法（確率的誤り訂正）による
紐付け情報内の文字情報における誤りの検出を試み、誤りが検出された場合は、訂正を行
う。
【００９３】
　ステップＳ４０６にて、文字情報訂正部３２９は、ウェブクロールＤＢ３３６から紐付
け情報内の対象ＰＯＩ、対象エリアに関するウェブクロールデータを取得し、該ウェブク
ロールデータに基づき、紐付け情報内の文字情報における誤りの検出を試み、誤りが検出
された場合は、訂正を行う。
【００９４】
　ステップＳ４０８にて、文字情報訂正部３２９は、紐付け情報内の文字情報に対応する
撮影画像の撮影場所付近における同時期の音声認識データが音声認識ＤＢ３３７にあるか
否かを判定する。文字情報訂正部３２９は、条件に合致する音声認識データがある場合、
ステップＳ４１０に進み、条件に合致する音声認識データがない場合、ステップＳ４１２
に進む。
【００９５】
　ステップＳ４１０にて、文字情報訂正部３２９は、取得した音声認識データに基づき、
紐付け情報内の文字情報における誤りの検出を試み、誤りが検出された場合は、訂正を行
う。
【００９６】
　ステップＳ４１２にて、文字情報訂正部３２９は、紐付け情報内の訂正した文字情報の
確度が高いか否かを判定する。確度の高低を判定するための基準は、様々な観点から定め
られてよい。例えば、ステップＳ４１０の処理を通過した場合、確度が高いと判定される
可能性を高めてよい。文字情報訂正部３２９は、紐付け情報内の訂正した文字情報の確度
が高い場合、ステップＳ４１４に進み、確度が低い場合、今回の処理を終了する。
【００９７】
　ステップＳ４１４にて、保存処理部３３０は、文字情報訂正部３２９による誤り訂正処
理が施された紐付け情報を配信情報ＤＢ３３９に保存し、今回の処理を終了する。
【００９８】
　図１に戻り、情報配信部３３１は、対象ＰＯＩ或いは対象エリア付近にいる車両２や車
両２のユーザの登録済のスマートフォン等に対して、配信情報ＤＢ３３９に格納される対
象ＰＯＩ或いは対象エリアに関連する配信情報を、送受信処理部３２１を介して配信する
。即ち、情報配信部３３１は、文字情報と対象ＰＯＩ、対象エリアを紐づけた紐付け情報
や、対象ＰＯＩ、対象エリアに関するＱＲコード読取データを車両２等に配信する。以下
、図９を参照して、情報配信部３３１から配信される配信情報のユーザへの通知態様の具
体例について説明する。
【００９９】
　図９は、情報配信部３３１から車両２に配信される配信情報の通知態様の一例を示す図
である。具体的には、図４（ａ）の撮影画像で認識されたＱＲコードに基づくＱＲコード
認識データ（第２の文字情報）と、図５（ａ）の撮影画像で認識された文字情報（第１の
文字情報）に基づく紐付け情報が車両２に配信された際のナビゲーション装置の画面を表
す。
【０１００】
　図９に示すように、対象ＰＯＩであるＡレストラン５４で"ステーキフェア開催中"であ
ること、及びＢ百貨店５１で"夏の大九州物産展"が開催中である旨が表示される。即ち、
撮影画像に映っている文字情報やＱＲコードをそのままの画像データとしてユーザに提供
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せず、ＰＯＩやエリアと関連づけた情報として提供することができる。そのため、ユーザ
は、直ぐにエリアやＰＯＩとの関連性を理解でき、情報を有効活用することができる。
【０１０１】
　尚、ＱＲコード読取データには、通常、対象ＰＯＩや対象エリアに関する情報が含まれ
ている。
【０１０２】
　このように、本実施形態では、情報センタ３の送受信処理部３２１は、複数の車両２の
それぞれからカメラ２１の撮影画像及び該撮影画像の撮影時における位置情報等の画像付
加情報を受信する。また、情報センタ３の文字情報認識部３２６は、撮影画像に映ってい
る文字情報（第１の文字情報）を認識する。また、ＰＯＩ・エリア特定部３２７は、該撮
影画像の撮影時における位置情報、及びＰＯＩ・エリア情報ＤＢ３３４に格納される対象
ＰＯＩ、対象エリアに関する情報に基づき、文字情報認識部３２６が認識した文字情報に
関連する対象ＰＯＩ及び対象エリアを特定する。そして、情報センタ３の紐付け情報生成
部３２８は、文字情報認識部３２６が認識した文字情報に、ＰＯＩ・エリア特定部３２７
が特定した対象ＰＯＩ及び対象エリアの少なくとも一方を紐付けた、紐付け情報を生成し
、保存処理部３３０は、当該紐づけ情報を配信情報ＤＢ３３９に保存する。従って、撮影
画像に映っている文字情報と、当該文字情報に関連する対象ＰＯＩや対象エリアが紐づけ
られた紐付け情報を蓄積し、当該紐付け情報をユーザに提供することができる。そのため
、ユーザは、提供された紐付け情報が車両のディスプレイ等に表示されると、文字情報が
特定のＰＯＩやエリアに関連することを直ちに認識することができ、直ぐに、近辺に存在
するＰＯＩやエリアに向かうことができる等、提供された情報を有効活用できる。
【０１０３】
　また、本実施形態では、情報センタ３の文字情報訂正部３２９は、紐付け情報内の文字
情報の誤り訂正を行う。従って、文字情報認識部３２６による文字認識に誤りが存在する
場合であっても、誤り訂正が行われるため、より正確性の高い紐づけ情報を配信情報ＤＢ
３３９に保存することができる、即ち、より正確な情報をユーザに提供することができる
。
【０１０４】
　また、本実施形態では、情報センタ３の文字情報訂正部３２９は、紐付け情報内の対象
ＰＯＩ及び対象エリアに関連するウェブクロールデータに基づき、紐付け情報内の文字情
報に対する誤り訂正を行う。また、情報センタの文字情報訂正部３２９は、対象ＰＯＩ及
び対象エリアに関連する音声認識データに基づき、紐付け情報内の文字情報に対する誤り
訂正を行う。従って、紐づけ情報内の対象ＰＯＩや対象エリアに関連するウェブ情報や音
声認識データ（例えば、車両２のユーザからの情報提供の呟きに対応するテキスト）を参
照して、紐づけ情報内の文字情報に対する誤り訂正を行うことができる。そのため、汎用
の誤り訂正技術では、対応が難しいケース（例えば、意図的な誤字を含む文字情報や造語
を含む文字情報が対象のケース）でも、文字情報認識部による文字認識の誤りを正確に誤
り訂正することができる。
【０１０５】
　また、本実施形態では、各車両２のＱＲコード読取部２４３は、撮影画像に映っている
ＱＲコードを認識すると共に、ＱＲコードを解析してＱＲコード読取データ（第２の文字
情報）を取得する。そして、情報センタ３の保存処理部３３０は、ＱＲコード読取データ
を配信情報ＤＢ３３９に保存する。従って、撮影画像に映っているＱＲコードの内容を解
析した結果であるＱＲコード読取データが配信情報ＤＢ３３９に蓄積され、当該ＱＲコー
ド読取データをユーザに提供することができる。また、ＱＲコード読取データには、図３
（ｂ）等に示すように、ＰＯＩやエリアに関する情報が含まれている場合が多いため、Ｐ
ＯＩやエリアと関連する情報として提供することができる。また、例えば、撮影画像をそ
のままユーザに提供するような場合のように、ユーザがスマートフォンのアプリ等を用い
て、ＱＲコードの読み取りを行う必要がなく、ユーザの利便性を向上させることができる
。
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【０１０６】
　以上、本発明を実施するための形態について詳述したが、本発明はかかる特定の実施形
態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内におい
て、種々の変形・変更が可能である。
【０１０７】
　例えば、上述した実施形態において、ＰＯＩ・エリア特定部３２７は、文字情報と関連
する対象ＰＯＩ及び対象エリアの双方を特定するが、いずれか一方を特定する態様であっ
てもよい。かかる場合、ＰＯＩ・エリア情報ＤＢ３３４には、対象ＰＯＩ及び対象エリア
の何れか一方に関する情報が格納されればよい。また、紐付け情報生成部３２８は、文字
情報認識部３２６が認識した文字情報と、ＰＯＩ・エリア特定部３２７が特定した対象Ｐ
ＯＩ及び対象エリアのうちの一方との紐付けを行う。
【０１０８】
　また、上述した実施形態において、ＱＲコード読取部２４３は、複数の車両２のそれぞ
れに含まれるが、情報センタ３に含まれる態様であってもよい。
【０１０９】
　また、上述した実施形態では、文字情報訂正部３２９が設けられるが、省略されてもよ
い。かかる場合、保存処理部３３０は、簡易的に、紐づけ情報生成部３２８が生成した紐
づけ情報をそのまま配信情報として配信情報ＤＢ３３９に保存する。
【符号の説明】
【０１１０】
　１　情報収集システム
　２　車両
　３　情報センタ
　４　通信ネットワーク
　２１　カメラ
　２２　センサ（位置情報取得部）
　２３　マイクロフォン
　２４　ＥＣＵ
　２５　無線通信機器
　３１　無線通信機器
　３２　情報収集装置
　２４１　送受信処理部（送信部）
　２４２　撮影制御部
　２４３　ＱＲコード読取部（ＱＲコード認識部、文字情報取得部）
　２４４　音声認識部
　２４５　記憶部
　３２１　送受信処理部（受信部）
　３２２　撮影指示部
　３２３　更新判定部
　３２４　画像取得部
　３２５　付加情報取得部
　３２６　文字情報認識部
　３２７　ＰＯＩ・エリア特定部（特定部）
　３２８　紐づけ情報生成部
　３２９　文字情報訂正部（誤り訂正部）
　３３０　保存処理部
　３３１　情報配信部
　３３２　画像記憶部
　３３３　付加情報記憶部
　３３４　ＰＯＩ・エリア情報ＤＢ（情報格納部）
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　３３５　地図情報ＤＢ
　３３６　ウェブクロールＤＢ
　３３７　音声認識ＤＢ
　３３８　未確定情報ＤＢ
　３３９　配信情報ＤＢ

【図１】 【図２】
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